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■
半
壊
以
上
の
住
宅
を
修

理
し
ま
す 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、

半
壊
以
上
の
被
害
を
受
け

た
住
宅
を
、
市
が
指
定
業

者
に
依
頼
し
て
応
急
修
理

し
ま
す
。 

▽
対
象
世
帯
（
①
か
ら
③
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
す
世

帯
） ①

避
難
生
活
を
送
っ
て

い
る
世
帯 

②
半
壊
、
大
規
模
半
壊

の
被
害
を
受
け
た
住

宅
（
全
壊
で
も
修
理
し

て
住
む
こ
と
が
で
き

る
場
合
は
、
対
象
と
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
） 

③
応
急
仮
設
住
宅
（
民

間
賃
貸
住
宅
を
含
む
）

を
利
用
し
な
い
こ
と 

※
こ
れ
ら
の
要
件
の
ほ
か
、
世
帯

全
体
の
収
入
額
に
よ
る
所
得

制
限
も
あ
り
ま
す 

▽
応
急
修
理
の
内
容 

居
室
、
台
所
、
便
所
な 

ど
日
常
生
活
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
所
を
修
理
し

ま
す
。 

※
家
電
製
品
は
対
象
外
で
す 

▽
限
度
額 

 

１
世
帯
あ
た
り
の
限
度

額
は
52
万
円
で
す
。 

詳
し
い
内
容
や
、
申
請

手
続
き
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

問
建
設
部
建
築
住
宅
課 

TEL
０
２
２
８(

22)

１
１
５
３ 

 

■
市
民
バ
ス
の
無
料
運

行
を
終
了
し
ま
す 

市
民
バ
ス
の
無
料
運
行

期
間
は
、
４
月
８
日
（
金
）

ま
で
と
な
り
ま
す
。 

な
お
、
４
月
２
日
（
土
）

か
ら
通
常
運
行
し
て
お
り

ま
す
。 

問
企
画
部
市
民
協
働
課 

TEL
０
２
２
８(

22)

１
１
６
４ 

■
震
災
に
よ
る
燃
料
不
足

に
つ
い
て 

震
災
後
、
市
で
は
、
石

油
基
地
の
被
害
を
把
握
す

る
と
同
時
に
、
早
速
国
と

連
絡
を
取
り
、
救
急
車
や

消
防
車
、
給
水
車
、
停
電

や
断
水
対
応
の
作
業
車
の

燃
料
な
ど
緊
急
車
両
用
の

必
要
最
小
限
の
特
別
枠
を

確
保
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

野
口
石
油(

株)

様
を
主
に

市
内
の
給
油
所
の
ご
協
力

を
い
た
だ
い
た
結
果
、
こ

れ
ら
の
車
両
運
行
が
確
保

さ
れ
、
復
旧
業
者
各
位
の

ご
尽
力
に
よ
り
、
最
大
震

度
７
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

停
電
や
断
水
が
よ
り
早
く

解
消
さ
れ
た
こ
と
に
、
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

市
内
給
油
所
へ
の
供
給

は
、
東
日
本
の
石
油
基
地

が
被
災
し
た
こ
と
に
よ
り
、

運
搬
ル
ー
ト
が
寸
断
さ
れ
、

油
槽
所
が
仙
台
か
ら
秋
田

な
ど
に
変
わ
り
、
輸
送
効

率
が
悪
く
な
っ
た
た
め
、

需
要
に
追
い
付
か
な
い
状

態
が
続
き
ま
し
た
。
こ
の

た
め
、
市
は
、
国
や
県
、

石
油
連
盟
な
ど
に
「
栗
原

市
の
よ
う
な
過
疎
地
で
は
、

燃
料
不
足
は
孤
立
集
落
と

な
り
市
民
生
活
が
危
険
な

状
態
で
あ
る
。
」
と
強
く
訴

え
続
け
ま
し
た
。 

こ
の
間
、
市
民
バ
ス
の

無
料
運
行
の
実
施
や
特
に

緊
急
支
援
を
要
す
る
世
帯

に
灯
油
を
配
達
、
さ
ら
に
、

往
診
の
医
師
、
介
護
ヘ
ル

パ
ー
や
人
工
透
析
な
ど
の

重
症
患
者
の
通
院
用
へ
の

燃
料
供
給
も
、
限
ら
れ
た

国
の
緊
急
特
別
枠
の
中
で

配
慮
を
し
ま
し
た
。 

震
災
情
報
や
緊
急
連
絡

を
担
う
行
政
区
長
さ
ん
に

も
最
小
限
の
給
油
を
し
、

市
の
消
防
職
員
や
病
院
職

員
な
ど
緊
急
性
の
あ
る
職

員
の
み
最
小
限
の
給
油
を

し
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど

の
職
員
は
、
自
転
車
や
徒

歩
、
相
乗
り
、
中
に
は
泊

ま
り
込
む
な
ど
し
て
震
災

対
応
に
努
め
ま
し
た
。
私

も
、
発
災
直
後
か
ら
市
長

室
に
寝
泊
ま
り
を
し
て
、

職
員
を
指
揮
し
て
い
ま
す
。 

盛
岡
な
ど
を
卸
元
と
す

る
岩
手
県
内
の
給
油
所
は

回
復
が
早
か
っ
た
の
で
す

が
、
仙
台
を
卸
元
と
し
て

い
た
栗
原
市
内
の
給
油
所

で
は
、
並
ば
ず
に
給
油
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
４
月
に
入
っ
て
か
ら

と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
間
の
市
民
の
皆
様

の
ご
苦
労
は
十
分
に
承
知

し
て
お
り
ま
す
。
近
所
や

地
域
で
燃
料
を
融
通
し
合

い
、
声
掛
け
し
て
乗
合
い

病
院
に
出
か
け
る
な
ど
、

こ
の
困
難
の
中
、
自
助
・

共
助
の
お
話
も
多
く
伺
い

ま
し
た
。 

一
方
で
は
、「
市
が
管
理

し
て
い
る
た
め
に
ガ
ソ
リ

ン
が
出
回
ら
な
い
」
、
「
市

長
が
沿
岸
部
に
燃
料
を
回

し
て
い
る
か
ら
買
え
な

い
」
な
ど
と
い
う
話
も
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
決
し

て
そ
の
よ
う
な
事
実
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
私
は
、
市

内
給
油
所
の
入
荷
状
況
を

把
握
し
な
が
ら
、
整
理
券

配
布
な
ど
工
夫
を
し
て
、

入
荷
後
は
で
き
る
だ
け
早

く
皆
様
に
届
く
よ
う
お
願

い
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

今
回
の
大
震
災
は
、
国

や
県
も
想
定
し
て
い
な
い

規
模
の
災
害
だ
っ
た
た
め
、

こ
の
よ
う
な
事
態
へ
の
対

応
も
不
十
分
で
し
た
。
今

後
は
、
こ
れ
を
教
訓
に
、

国
や
県
、
石
油
連
盟
、
市

内
給
油
所
な
ど
と
連
携
を

図
り
、「
油
断
」
と
い
う
緊

急
事
態
に
対
応
し
て
ま
い

り
ま
す
。 

市
民
の
皆
様
に
は
、
こ

の
間
の
事
情
を
ご
理
解
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

栗
原
市
長 

佐
藤 

勇 
 

問
総
務
部
総
務
課 

TEL
０
２
２
８(

22)

１
１
２
２ 

◎
相
談
・
問
い
合
わ
せ
は 

お
近
く
の
総
合
支
所
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 



南三陸町より１９３名を迎えました 

南三陸町で被災された方々は、電気や水道などが寸断された避難所で、不便な生活を余儀なくされていまし

た。 
この避難環境を少しでも良くするため、近隣の自治体が避難者の受入れを表明し、去る４月３日に、１回目

の受入れを行いました。栗原市への避難者は、７７世帯・１９３名で、金成温泉延年閣など６カ所の施設にお

迎えしました。 

 

被災住家の解体に伴う災害廃棄物処分料を無料にします 

災害により住宅家屋が被害を受け、解体する場合は、市の指定業者での処分料を無料とします。 
 ただし、解体、運搬については各自で行ってください。（倉庫や納屋のがれき・木くず類は対象外） 
 
り災証明書により住宅が全壊、大規模半壊、半壊、または一部損壊と判定された住家を解体する方 
  
①がれき類   ②木くず類 
 ※ただし、市の指定業者で処分できない解体物は、自己負担での処理となります。 

 
 受付場所  市民生活部環境課、各総合支所市民サービス課 
 受付期間  ４月１１日（月）から８月３１日（水）まで（土日・祝日を除く） 
 受付時間  午前９時から午後５時 
 
①印鑑    ②り災証明書（写し）   ③被災状況の写真 
市の指定処理業者 
株式会社野口重機（築館）、エコテック東北株式会社（若柳）、有限会社築館クリーンセンター（築館）

災害廃棄物の受入れを再開いたします 

一時中断していた仮集積所への搬入を再開します。 
 各地区の仮集積所については、総合支所にお問い合わせください。 
受入れ期間 平成２３年４月１１日（月）から４月１７日（日）まで  
受入れ時間 ９：００～１２：００  １３：００～１６：００ 

 
①がれき類（ブロック壁、コンクリート壁等） 

 ※解体した倉庫、納屋のがれき・木くず類、墓石、灯篭などは対象外 

②木くず類（木くず、板等） 
③家電４品目（テレビ、エアコン、洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫） 
④その他の家電製品（レンジ、蛍光灯、ポット等） 
⑤家具類（たんす、机等） 
⑥ガラス、せともの類の燃やせないごみ 

 
市民生活部環境課   ＴＥＬ（２２）３３５０  各総合支所市民サービス課 

対象となる方 

対 象 範 囲 

申請受付場所・期間 

申請に必要なもの 

対象となるごみ 

問 

※一般家庭から発生したごみに限ります。 




